
市・県民税

期 別 納期限
口座振替日

４月

５月

６月

7月

8月

9月

10月

11月

12月

1月

2月

3月

第１期
第２期
第３期
第４期
第５期
第６期
第７期
第８期
第９期

７/31

第１期 ５/７

第２期 ７/31

第３期 12/25

第４期 ３/２

第１期 ７/１

第２期 ９/２

第３期 10/31

第４期 １/31

９/２
９/30
10/31
12/２
12/25
1/31
３/２
３/31

第１期
第２期
第３期
第４期
第５期
第６期
第７期
第８期
第９期

７/31

第１期 ５/７

第２期 ７/１

第３期 ９/２

第４期 10/31

第５期 12/25

第６期 ３/２

全 期 ５/31

９/２
９/30
10/31
12/２
１/６
1/31
３/２
３/31

固定資産税
都市計画税

期 別 納期限
口座振替日

軽自動車税

期 別 納期限
口座振替日

国民健康保険税

期 別 納期限
口座振替日

後期高齢者
医療保険料

期 別 納期限
口座振替日

介護保険料

期 別 納期限
口座振替日

※納期限が土・日曜日、祝日にあたる場合は翌平日が納期限になります。
※市税などの納付は便利で確実な口座振替をお勧めします。
※口座振替の開始・変更手続きが完了するまでに約１カ月かかります。納期限が近づくと開始・変更できない場合があります。
※納期限までの納付にご協力をお願いします。

市税等の納付場所 クレジットカードで納付ができます
① 亀山市役所・関支所① 亀山市役所・関支所① 亀山市役所・関支所

② 次の金融機関の本店・支店・出張所② 次の金融機関の本店・支店・出張所② 次の金融機関の本店・支店・出張所
○百五銀行
○第三銀行
○鈴鹿農業協同組合
○三菱UFJ銀行
○中京銀行
○ゆうちょ銀行・郵便局（三重・愛知・岐阜・静岡県内）

○三重銀行
○北伊勢上野信用金庫
○東海労働金庫
○りそな銀行

○セブン-イレブン
○ファミリーマート
○ヤマザキデイリーストアー
○コミュニティ・ストア
○ポプラ
○くらしハウス
○セイコーマート
○ヤマザキスペシャルパートナーショップ

○ローソン
○デイリーヤマザキ
○ミニストップ
○生活彩家
○スリーエイト
○ハマナスクラブ
○MMK設置店

③ コンビニエンスストアなど③ コンビニエンスストアなど③ コンビニエンスストアなど

コンビニエンスストアでは取り扱いできないもの
 ・ 金額を訂正したもの
 ・ バーコードの印字のないもの
 ・ バーコードが読めないなど受付できないもの
 ・ 金額が30万円を超えるもの

　インターネットを利用して、24時間いつでも納付手
続きができます。
対象市税

市・県民税（普通徴収）、固定資産税・都市計画税、
軽自動車税、国民健康保険税

利用期間　各税目の各納期限まで
決済手数料　納付税額に応じて必要（納税者負担）
納付方法

クレジットカード（VISA、MasterCard、JCB、
AMERICAN EXPRESS、DinersClub）と納税通知書
を用意し、インターネットにつながっているパソコン
またはスマートフォンを使って、「Yahoo!公金支払い」
で手続きしてください。

※通信料などは利用者の負担になります。
※口座振替を利用中の人は、振替廃止の手続きが
　別途必要です。
※詳しくは、市ホームページなどをご覧ください。

※後期高齢者医療保険料と介護保険料の納付はできません。

問合先 税務課収納対策グループ（☎84－5009）
市民課国民健康保険グループ（☎84－5006）

https://koukin.yahoo.co.jp/

平成31年度

市 税 等 納 期 一 覧 表

URL

Yahoo!公金支払い

　「行政と協働して事業を始めたい！」 、「すでに行われている行政の事業をもっと
良いものにしたい！」など、そんな思いのある皆さんからの提案を募集します。
募集期間　４月１日（月）～５月24日（金）
　　　　　（土・日曜日、祝日は除く）
応 募できる団体　市内で自立的・継続的に活動している

市民活動団体、または市内の企業や経済団体
※私的な営利・政治・宗教活動を目的にしていないこと

～市民と行政の協働について考えてみませんか？～
５月12日（日） 午後１時～３時30分
市民協働センター「みらい」１階多目的ホール

提案事業名 提案者 協働相手 事業内容

市
民
提
案

亀山の戦争遺跡を
市民とともに学び
伝える

戦争遺跡に平和を
学ぶ亀山の会

▽文化スポーツ課
　まちなみ文化財
　グループ

▽文化スポーツ課
　歴史博物館

①戦争遺跡の調査と資料の作成
②展示物や教材・教具の作成
③連続講座の開催

アートで街の
にぎわいづくり
プロジェクト

アートによる
街づくりを考える会

▽産業振興課
　農業グループ

▽産業振興課
　商工業･地域交通
　グループ

▽文化スポーツ課
　文化共生グループ

　「アート」を街に取り込むことで地域の活性化を図り、
また亀山市の魅力を再発見し、亀山市のあたたかみを市
内外へ伝えていく。手法として、2019年の「亀山トリエ
ンナーレ2020プレ企画」の機会に、地場産業の「亀山の
お茶」の魅力を発信していく。具体的には、①商店街の空
き店舗に芸術作品（平面・映像・立体・音楽）を展示する。
②アートと食のコラボを図るために、亀山茶・亀山紅茶
を前面に出したメニューを提供するCAFÉ（ガレージカ
フェ）を展開し、「おしゃれな空間」をつくり集客を図る。

亀山しってもらい隊
結成事業

亀山みそ焼き
うどん本舗

▽地域観光課
　観光交流グループ

▽産業振興課
　商工業･地域交通
　グループ

① 亀山市をPRするための「亀山しってもらい隊」を市民や
学生、企業、市職員から募って結成する。B－１グランプ
リなど市内外のさまざまなイベントで亀山市をPRする。

②亀山みそ焼きうどんのPRチラシを制作する。
③ みそ焼きうどんを提供できる店舗を市内外に増やし、

亀山市をPRする。

応 募方法　まちづくり協働課市民協働グループにある協
働事業提案書に必要事項を記入の上、ご応募ください。

※ 協働事業提案書は、市民協働センター「みらい」ホーム
ページからもダウンロードできます。

2020年度に実施予定の「協働事業市民提案」を募集します！

　平成30（2018）年度に応募があり協働事業として決定した次の事業を、平成31（2019）年
４月から市民活動団体と行政が協力しながら進めていきます。

申込
不要

参加
無料

内容①　平成30（2018）年度実施協働事業報告会（下表）
内容②　講演会（四日市大学副学長・亀山市協働事業
　　　　選定委員会委員長　松井真理子さん）

提案事業名 提案者 協働相手 事業内容

市
民
提
案

亀山市内登山道
維持管理活動事業 石水渓観光協会

▽地域観光課
　観光交流グループ

▽産業振興課
　森林林業グループ

　これまで仙ヶ岳の維持管理活動を行ってきたが、持続可
能な新たなボランティア団体を結成し、市域の鈴鹿山脈や
布引山地を代表する７つの山 （々仙ヶ岳、野登山、臼杵ヶ丘、
四方草山、三子山、高畑山、錫杖ヶ岳）を結ぶトレイル“亀山
７座トレイル”を開発し、登山道の維持管理を含め、観光資
源として次世代へ継承するための活動を行う。

行
政
提
案

みんなで減らそう
食品ロス（食品ロス
削減のための取組
支援）

環境課
廃棄物対策グループ ▽かめまる

　行政と市民（市民団体）が連携して、市民や事業者への
食品ロスの啓発のあり方について検討し、誰もが楽しく
取り組める工夫や実践できる提案などの啓発事業を行
う。また、食品ロスに関する市民や事業者の意識や実践
している取り組みなどの情報収集、発信を行う。

平成31（2019）年度に協働事業を進めていきます！

平成30（2018）年度実施協働事業報告会と「協働」の講演会 

協働事業提案制度 　協働事業提案制度は、市民と行政の多様なアイデアを提案
する窓口を設置し、事業化できるものを市民と行政が協働で
実施していくための仕組みです。
問合先 まちづくり協働課市民協働グループ（☎84－5008）

亀山市 市民協働センターみらい
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特集７ 同じ目的に向かって力を合わせる


